
（別紙１） 

情報セキュリティに関する特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっ

ては、和歌山県情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティ対策を適正に実施し

なければならない。 

 

（委託事業者の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定） 

第２ 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、業務を実施

し、情報資産の管理を行う責任者及び作業者を従事する委託内容ごとに明確にし、所属、役

職、氏名及びその他必要な事項を書面により速やかに甲に届け出なければならない。 

２ 仕様書等において作業場所が定められていない場合は、当該作業場所を書面により速

やかに甲に届け出なければならない。 

３ 前２項の届け出事項に変更があった場合は、速やかに甲に届け出なければならない。 

 

（秘密の保持） 

第３ 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしては

ならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第４ 甲及び乙は、互いに相手方の事前の同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継さ

せ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若

しくは担保に供してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第５ 乙は、本委託業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条

第 3 号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。）へ委託（以下「再委託」という。）

してはならない。 

２ 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、

再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先に対する管理方法及びその他甲が求め

る内容を明確にした上で、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければな

らない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

 

（善良な管理者の注意義務） 

第６ 乙は、情報処理技術に関する専門的な知識及び経験に基づき、本委託業務が円滑かつ

効果的に行われるよう、善良な管理者の注意をもって支援業務を行うものとする。 

 

（情報資産の目的外使用及び第三者への提供の禁止） 

第７ 乙は、本委託業務において甲から提供を受けた情報について、本委託業務以外の目的

で利用してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。 



（情報資産の複写又は複製） 

第８ 乙は、本委託業務において甲から提供を受けた情報について、本委託業務の目的を超

える複製、改変が必要なときは、事前に甲から承諾を受けるものとする。 

 

（情報へのアクセス） 

第９ 乙は、この契約によりアクセスを許可された情報の種類及び範囲並びにアクセス方

法を遵守しなければならない。 

 

（作業員の資格） 

第 10 乙は、本委託業務を実施する作業者に必要な資格が定められている場合は、その資

格を証明するための資格証等を甲に提示する又はその写しを提出しなければならない。 

 

（定期報告及び緊急時報告） 

第 11 乙は、甲から情報資産の取扱状況について報告を求められた場合は、直ちに報告し

なければならない。 

２ 乙は、情報資産の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければな

らない。 

 

（事故報告） 

第 12 乙は、本委託業務に関しサイバーテロ、ウィルス感染及び情報漏洩等の事故が発生

した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に

関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に

従わなければならない。 

２ 乙は、サイバーテロ、ウィルス感染及び情報漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲そ

の他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切

に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関しサイバーテロ、ウィルス感染及び情報漏洩等の事故が発生した

場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

（事故の公表） 

第 13 甲は、本委託業務に関しインシデントが発生した場合は、必要に応じて当該インシ

デントに関する情報を公表することができる。 

 

（個人情報の保護） 

第 14 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、「個人情

報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を処理するための特定個人情報の取扱いについては、「特定

個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約の終了後も効力を有するものとする。 

４ 前項の規定は、第５の規定による再委託先にも準用するものとし、この契約と同等以上

の保護義務を規定した約定を当該再委託先と締結し、甲から指示あるときはその写しを提

出するものとする。 



（サービスレベル） 

第 15 乙は、本委託業務において提供されるサービスの品質の保証に関するサービスレベ

ル合意書が定められている場合は、その内容を遵守しなければならない。 

 

（従業員に対する教育） 

第 16 乙は、本委託業務の遂行に当たって、本委託業務に従事する者に対して、情報セキ

ュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。 

 

（情報システムの運用に関する文書） 

第 17 乙は、本委託業務の遂行に当たって運用計画を策定し甲に提出しなければならない。

また、仕様書等に基づき、その他運用に当たって必要な文書を作成し、甲に提出しなければ

ならない。 

 

（納品物のウィルス検査） 

第 18 乙は、成果物を電子データで納品する際については、事前にウィルス対策ソフト等

で電子データにウィルスが含まれていないか確認するものとする。 

 

（監査及び検査） 

第 19 甲は、本委託業務に係る情報資産の取扱いについて、本特記事項の規定に基づき、

必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、

監査又は検査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関

して必要な指示をすることができる。 

 

（著作権の譲渡） 

第 20 乙は、成果物の知的財産権については、著作者人格権等譲渡になじまない権利を除

いて、著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 27条及び 28条に基づく権利を含むすべての

権利を、甲に無償で譲渡するものとする。 

２ 乙は、成果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、成果品に乙又は第三者が既に著作権を保有しているもの

（以下、「乙著作物」という。）が組み込まれているときは、当該の乙著作物の著作権は、な

お乙又は第三者に帰属するものとする。 

 

（情報資産の返還、廃棄等） 

第 21 乙は、 本委託業務を遂行するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しく

は作成した個人情報等を含む情報資産については、甲の指示に従い、業務の終了後直ちに甲

に返還、廃棄又は、復元できない方式で消去しなければならない。 

 

（損害賠償等） 

第 22 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことによ

り、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければな

らない。 


